
地域内フィーダー系統に係る地域公共交通確保維持事業の詳細

0地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金に関する事項

(地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱第17条第2項第1号~第4号関係)

地域公共交通確保維持事業の内容及び実施主体に関する詳細

0山形県地域公共交通計画<施策・事業3-2-1>地域内交通ネットワークについて、市
内関係者及び隣接地域の意見を踏まえた改善や見直しの検討等を定期的に行う。
・地域公共交通会議等における、町内交通ネットワークの課題に関する年1回程度の定期
的な協議・検証、及び、系統・便数・運行ダイヤ等の見直し・改善(大江町)

・大江町外に影響する公共交通の検討・協議、及び地域別部会への提案・協議(大江町)
0山形県地域公共交通計画<施策・事業1 -1 -1><1 -2 -1 >によって整備・運用さ

れている山形県地域公共交通情報共有基盤に対し、GTFS-JP等のデータを適時適切に提供す
る。(大江町、事業者)

・ GTFS-JP の作成・提供(大江町)

0山形県地域公共交通計画の<施策・事業3-1-1>に基づき、特に本事業の対象路線・
サービスが接続する地域間交通ネットワークの維持・強化を図る。(大江町)
・地域公共交通計画の<施策・事業2-1 -1>によって導入される交通系 IC力ードに
ついて、市民や来訪者への普及啓発(事業者、大江町)

・本事業対象路線・サービスに対して交通系 IC力ードの導入の検討(大江町、事業者)
・地域間交通ネットワークと町内内交通との乗換拠点となる左沢駅の整備の検討(大江町)

0その他、公共交通サービスの利用促進や改善のための事業を実施する。
・鉄道や路線バスも含めた公共交通時刻表の作成,町内全戸配布(大江町)

卿1冊
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市町村名:大江町

運行系統の概要及び運送予定者

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表1」を作成し添付

3 運行系統の利用者の数、収支L 費用に係る国又は地方、公共団体の支出の額その

他の定量的な目標・効果及びその評価手法・測定方法

0山形県地域公共交通計画大目標数値目標2の大江町相当分の達成

・県全体目標値旧標年度R6年度末)

R ES A Sの移動実態数値(本県への来訪者数等):県外60,000人、県内 70,000人

・大江町目標値(目標年度R6年度末)

県外 250 人、県内 1,500 人

0山形県地域公共交通計画中目標(3)数値目標3の大江町相当分の達成

・県全体目標値(目標年度R6年度末)

市町村総合交付金対象路線・サービス(本計画対象系統を含む地域内交通ネットワーク

全体)の人口あたりの乗車人員:2.50 回/人

・大江町の目標値(目標年度R6年度末)

2.50 回/人(直近年度の実績 14,160 人)

0山形県地域公共交通計画中目標(3)数値目標4の大江町相当分の達成

・県全体目標値侶標年度R6年度末)

市町村の移動サービスに対する負担額

フ,203 万 6 千円(直近年度の実績 5,602 万 8 千円)地域鉄道



路線バス

コミュニティバス

デマンド交通

タクシー

大江町目標値

路線バス

デマンド交通

4億 6,000 万円(直近年度の実績 5 億 926 万 7 千円)

4億 4,000万円(直近年度の実績 4億 9,030万 1 千円)

1 億 5,000 万円(直近年度の実績 1 億 9,722 万 8 千円)

(直近年度の実績0円)1億円

(目標年度 R6年度末)

13,000 千円(直近年度の実績 13,081 千円)

6,100 千円(直近年度の実績 6,154 千円)

0上記目標を達成するための細目標の達成(年次目標)

・大江町営バス柳川線(国庫補助対象路線)の年間利用者数:15,000人以上(直近年度の

実績 14,160 人)

・大江町営バス柳川線の収支率:フ.5%以上(直近年度の実績7.1%)

・大江町営バス柳川線への大江町負担額 13,000 千円(直近年度の実績 13,081 千円)

・大江町乗り合いタクシー(国庫補助対象路線)の年間利用者数:3,000人以上(直近年度

の実績 2,932 人)

・大江町乗り合いタクシーの収支率:6.0%以上(直近年度の実績5.8%)

・大江町乗り合いタクシーへの大江町負担額6,100千円(直近年度の実績6,154千円)

0事業の効果

・上記路線を維持することにより、町内の高齢者等の日常生活に必要不可欠な移動手段が

確保される。また、幹線・支線のネットワークが連携することで、効率的な運行体系か

実現できる。さらには、外出促進・地域活性化にもつながる。

別匝

0上記目標・細目標の評価手法・測定方法

・上記目標・細目標の年度毎の達成状況について、

ら提出された利用者数・収支率等の実績を基に、

交通活性化協議会において評価・検討を行う。

4 地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額

地域公共交通確保維持事業によって運行の維持を図る大江町営バス柳川線について、その

運行に係る費用総額14,080千円(見込み)のうち、大江町から運行事業者への委託料につい

ては、運行収入及び国庫補助金を運行経費から差し引いた差額分を町が負担することとして

いる。

また、大江町営バス柳川線への上記の委託料を含めた賜1孫氏(山形県市町村総合交付金申

請予定事業一覧)」に記載された交通サービスに対する大江町の負担については、山形県市町

村総合交付金交付要綱に基づき、一定額を県が負担する。

地域公共交通確保維持事業によって運行の維持を図る大江町乗り合いタクシーについて、

その運行に係る費用総額6,100千円(見込み)のうち、大江町から運行事業者への委託料に

ついては、運行収入及び国庫補助金を運行経費から差し引いた差額分を町が負担することと

している。

また、大江町乗り合いタクシーへの上記の委託料を含めた賜味氏(山形県市町村総合交付

金申請予定事業一覧)」に記載された交通サービスに対する大江町の負担については、山形県

市町村総合交付金交付要綱に基づき、一定額を県が負担する。

最新のRESASの数値や事業者等か

大江町公共交通会議や山形県地域公共



0車両減価償却費等国庫補助金に関する事項

仕也域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱第21条第1号~第4号関係)

5.車両の取得に係る目的、・必要性

該当なし

車両減価

車両の取得に係る定量的な、目標・、効果6,

(1)事業の目標

等国庫助金を受けようとる△のみ】

両減価

該当なし

(2)事業の効果

該当なし

等国補金を受けようとする合のみ】

フ、車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者

助金を受けよう、とする Aのみ

該当なし

画1民

七ノ,',,ノノご、ノ) J,ノ'ノιノ),,ノ、,、,,ヅノ,,、,÷'ノ、ゞ,ノ、ノくノ」、,,,,"、'

該当なし

0その他申請に関する事項

9.協議会の開催状況と主な議論

(赤字は全市町村共通必須記載を想定)

0 山形県地域公共交通活性化協議会(全体協議会)

<令和2年度>

・令和 2年4月23日(第 1 回):協議会の設立、公開原則の議決等

・令和2年7月巧日(第2 回):地域公共交通計画策定に向けた議論

・令和 2年10月26日(第3 回):地域公共交通計画骨子案の議論

・令和 3年1月28日(第4回):地域公共交通計画素案の議論

・令和 3年3月23日(第 5 回):地域公共交通計画案の議論

<令和3年度>

・令和3年6月日(第1回):国庫補助要綱改正を踏まえた地域公共交通計画の修正につ

いての議論

0 山形県地域公共交通活性化協議会(地域別部会)

<令和2年度>

山形県地域公共交通活性化協議会村山地域別部会

・令和 2年10月19日(第 1 回):地域公共交通計画策定に向けた地域課題の整理

・令和 3年1月18日(第2 回):地域公共交通計画素案に対する地域の意見整理

0 大江町地域公共交通会議

<令和2年度>

両減価 等

両減価

補

等、
、8



・令和 2年6月16日(第 1 回):山交バス寒河江宮宿線の運賃変更についての協議
自家用有償旅客運送の登録更新についての協議

・令和2年11月18日(第2 回):大江町営バス柳川線の経路変更についての協議
・令和 3年2月17日(第3回):大江町営バス運行ダイヤの改正についての協議

大江町乗り合いタクシー指定目的地追加についての協議

0 山形県主催の補助要綱改正等の内容説明会

・令和3年4月20日:補助要綱の改正とそれに伴う県計画の修正の説明・質疑応答

10

(赤字は全市町村共通必須記載を想定)

山形県地域公共交通活性化協議会及びその地域別部会については、原則すべての資料及び議
事が協議会事務局(山形県)により大江町民も含めた県民全てに公開され、議事やその他地域
公共交通に関する意見の提供ができる状況にあり、提供された意見については、施策の反映に

つなげている。

利用者等の意見の反映状況

11

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表5」を作成し添付

地域公共交、通確保維持改善事業を行う、地域の概要

臣冊

【本計画に関する担当者・連絡先】

(住所)大江町大字左沢882-1

(所属)大江町政策推進課

(氏名)清野翔太

(電話) 0237-62-2118

(e-ma i D se i nos@town, oe. 1



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名

囿朝日タクシー

大江町

囿朝日タクシー

運行系統名
(申請番号)

(注)

1.区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」1こ営業区域を記載することとし、「起点」、「終点」及ぴ「系統キロ程」について記載を要しない。

2.「系統キロ程」1こついては、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

3.「利便増進特例措置」にっいては、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となる場合のみ「0」を記載すること。

4 「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

5.「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」1こついては、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域問幹線系統又は地域問交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特伊井昔置」1こついて記載を要しない。

フ'本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

(1)大江町営バス柳川線

(2)大江町乗り合いタクシー

(3)

運行系統

起点

(4)

柳川温宗

経由地

(5)

左沢駅

終点

系統

キロ程

西エリア

中エリア

東エリア

テルメ

柏陵

ヨ十画
運イ子

日数

往206km

復20.4km

言十画
運イ子

回数

362日

kr"

kr"

362日

2、295回

kr"

kr,'1

運行態様の別

2,172回

krl",

km

地域内フィーダー系統の基準適合
(別表7及び別表9)

日

路線定期

kr杓

krη

基準ハで
該当する
要件

日

回

区域

日

回

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

①

[Σ互生亙ヨ

回

補助対象地域問幹線系
統山交バス寒河江・宮
宿線と左沢駅で接続

①
補助対数地域問幹線系
統山交バス寒河江・宮
宿線と左沢駅で接続

基準ホで該
当する要件
(別表7のみ)

②

②

利
便
増
進
特
例
措
置

往
復

往
復

往
復

往
復



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名

囿朝日タクシー

大江町

囿朝日タクシー

運行系統名
(申請番号)

(注)

1.区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

2.「系統キロ程」1こついては、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

3.「利便増進特例措置」については、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となる場合のみ「0」を記載すること。

4.「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

5.「補助対諒地域問幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

フ.本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

(1)大江町営バス柳川線

(2)大江町乗り合いタクシー

(3)

運行系統

起点

(4)

柳川温尿

経由地

(5)

左沢駅

終点

系統
キロ程

西エリア

中エリア

東エリア

テルメ

柏陵

三十画

運イ子

日数

往206km

復204krn

三十画

運行

回数

kr竹

362日

km

k『η

2,294回

362日

km

運行態様の別

krη

地域内フィーダー系統の基準適合
(別表7及び別表9)

2,172回 ③

日

kr"

路線定期

km

kr力

基準ハで
該当する
要件

日

回

区域

日

回

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

①

[Σ亘亙亙ヨ

回

補助対象地域間幹線
系統寒河江・宮宿線
と左沢駅で接続

①
補助対象地域間幹線
系統寒河江・宮宿線
と左沢駅で接続

基準ホで該
当する要件
(別表7のみ)

③

利
便
増
進
特
例
措
置

往
復

往
復

往
復

往
復



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名

囿朝日タクシー

大江町

囿朝日タクシー

運行系統名
(申請番号)

(注)

1.区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

2.「系統キロ程」については、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

3.「利便増進特例措置」につぃては、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となる場合のみ「0」を記載すること。

4.「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

5.「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

フ.本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

(1)大江町営バス柳川線

(2)大江町乗り合いタクシー

(3)

運行系統

起点

(4)

柳川温尿

経由地

(5)

左沢駅

終点

系統
キロ程

西エリア

中エリア

東エリア

テルメ

柏陵

き十画

運行
日数

往206km

復20.4km

Z十画

運行

回数

krΥ1

krγ1

362日

krYI

2.294回

362日 ③

k,Υ1

運行態様の別

kr"

地域内フィーダー系統の基準適合
(別表7及び別表9)

2,172回

日

krn

路線定期

krYI

基準ハで
該当する
要件

日

k rl'1

回

区域

日

回

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

①

[Σ亘亙亙ヨ

回

補助対象地域間幹線
系統寒河江・宮宿線
と左沢駅で接続

①
補助対象地域問幹線
系統寒河江・宮宿線
と左沢駅で接続

基準ホで該
当する要件
(別表7のみ)

③

利
便
増
進
特
例
措
置

往
復

往
復

往
復

往
復



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名

囿朝日タクシー

大江町

囿朝日タクシー

運行系統名
(申請番号)

(注)

1.区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」1こ営業区域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

2.「系統キロ程」にっいては、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

3.「利便増進特例措置」につぃては、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となる場合のみ「0」を記載すること。

4.「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

5.「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

フ.本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

(1)大江町営バス柳川線

(2)大江町乗り合いタクシー

(3)

運行系統

起点

(4)

柳川温尿

経由地

(5)

左沢駅

終点

系統
キロ程

西エリア

中エリア

東エリア

テルメ

柏陵

ヨ十画

運行
日数

往20.6km

復20.4k『n

三十画

運行
回数

krΥ1

krΥ1

362日

krγ1

2.294回

362日

krΥ1

運行態様の別

地域内フィーダー系統の基準適合
(別表7及び別表9)

klYI

km

2,172回

日

路線定期

k1γ1

基準ハで
該当する
要件

日

kr"

回

区域

日

回

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

①

[三垂亙ヨ

回

補助対象地域間幹線
系統寒河江・宮宿線
と左沢駅で接続

①
補助対象地域問幹線
系統寒河江・宮宿線
と左沢駅で接続

基準ホで該
当する要件
(別表7のみ)

③

③

利
便
増
進
特
例
措
置

往
復

往
復

往
復

往
復
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大江町営バス路線図

路線又は送の区域(柳川線)

起点

大江町大字柳川 1502番地の3 (柳川温泉)

主たる経過地

見地区、十八才地区、左沢

巨回

終点

大江町大字藤田831番地の40 (テルメ柏陵)
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ノ
ノ
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行

大江町営バス時刻表
柳1".⇔テルメ柏陵

川;血

神社前

七夕畑

やまさあーべ前

沢口

見

見局

見

月布

月布口

楢山口

大平

十八才

橋上支所前

9:25フ:10 12:08 14:155:55

9:26 1416フ:11 12:095:56

フ:13 9:285:58 12:1 1 14:18

5:59 フ:14 14:199:29 12:12

6:00 12:139:30 14:20フ:15

フ:20 14:259:35 12:186:05

12:18 14:259:356:05 フ:20

9:36 12:19フ:21 14:266:06

フ:23 9:38 14:2812:216:08

14:2912:229:39フ:246:09

12:239:40 14:306:10 フ:25

6:1 1 フ:26 12:24 14319:41

12:259:42 14:32フ:276:12

6:13 フ:28 14:339:43 12:26

12:27 14:346:14 フ:29 9:44
^ 9:45 14:3512:286:15 フ:30

12:299:46 14:36フ:316:16

14:3712:306:17 9:47フ:32

/j 6:18 14:3812:319:48フ:33

梨木原 12:32 14:399:496:19 フ:34

望山 144012:336:20 9:50フ:35

諏訪原 14419:51 12:346:21 フ:36

諏訪堂 12:35 1442フ:37 9:526:22

中央公民館前 1443フ:386:23 9:53 12:36

小漆川 14:449:54フ:396:24 12:37

白田医院前 12:39 14:46フ:41 9:566:26

らふらんす大江前 12:40 14:47フ:426:27 9:57

役前 14:4912:42フ:44 9:596:29

フ:47着 10:02着
左沢駅前 17:3812:45 14:526:32

フ:56発 10:09発

左沢郵便局前 17:3912:46 14:5310:10フ:57

左沢十字路 12:47 17:4014:54フ:58 10:1 1

小見口 17:4110:12 12:48 14:55フ:59

藤田 12:48 14:55 17:41フ:59 10:12

舟唄温泉前 17:4210:13 12:49 14:56&00

柏陵団地口 17:4310:14 12:50 14:578:01

柏陵団地 17:U10:15 12:51 14:588:02

柏陵荘前 17:4414:5810:15 12:518:02

テルメ柏陵 14:59 17:458:03 12:5210:16

※8月15日の祭り臨時ダイヤとして、17:01以降の便には柳川温泉~中央公民館前までの区間

※8月15日の祭り臨時ダイヤとして、町バス全便が無料運行となります。

※柳川温泉5:55発の便は土日祝日は'休となります。

1 1:23

11:24

1 1:25

1 1:27

1 1:29

11:30

11:31

1 1:32

1 1:33

11:34

1 1:35

1 1:36

1 1:37

11:38

11:39

11:39

11:40

11:41

11:42

11:43

11:44

11:47

1 1:47

11:48

1 1:53

1 1:54

1 1:55

1 1:57

11:58

19:42

18:05

18:06

18:06

18:07

18:08

18:09

18:09

18:10

18:12

18:19発

18:20

1&21

18:22

18:24

18:26

18:27

18:28

18:29

18:30

18:31

18:32

18:33

1&34

18:35

18:36

18:36

18:37

1&38

18:39

18:40

18:41

18:44

18:44

18:45

18:50

18:51

18:52

18:54

18:55

^^=口田

橋上

橋上支所前

十八才

大平

楢山口

布

月

貫見東

見局前

貫見

沢口

やまさあーべ前

七夕畑

神社前

柳川温泉

13:29

[:::コ土日祝休
17:01 19:05

17:02 19:06

17:04 19:08

19:0917:05

17:06 19:10

19:1517:1 1

19:1517:1 1

19:1617:12

19:1817:14

19:1917:15

17:16 19:20

19:2117:17

17:18 19:22

17:19 19:23

19:2417:20

19:2517:21

17:22 19:26

17:23 19:27

19:2817:24

19:2917:25

19:3017:26

17:27 19:31

19:3217:28

17:29 19:33

19:3417:30

19:3617:32

19:3717:33

19:3917:35

13:30

13:31

13:32

13:34

13:36

13:37

13:38

13:39

13:40

13:41

13:42

13:43

13:44

13:45

13:46

13:46

13:47

13:48

13:49

13:50

13:51

13:54

13:54

13:55

14:00

14:01

14:02

1404

14:05

テルメ柏陵⇔柳1

テルメ

柏陵荘前

柏陵団地

柏陵団地口

舟唄温泉前

泉行

8:28

8:29

8:29

8:30

8:31

8:32

8:32

8:33左沢十字路

左沢駅前

左沢便局前

役場前

白田医院前

らふらんす大江前

小漆川

中央公民館前

諏訪堂

諏訪原

望山

梨木原

行となります。

11:15

11:16

11:16

11:17

11:18

11:19

11:19

11:20

19:45

13:22

13:23

13:23

13:24

13:25

13:26

13:26

13:27

令和3年4月1日改正

8:35

19:46

19:47

19:48

19:50

19:52

19:53

19:54

19:55

19:56

19:57

19:58

19:59

20:00
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20:02
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20:05
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8:43
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8:54

8:55

8:56

8:57
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9:08

9:10

9:1 1

16:01

16:02

16:02

16:03

16:04

16:05

16:05

16:06

16:08着

16:15発

16:16

16:17

16:18

16:20

16:22

16:23
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16:28
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16:37

16:40
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16:46
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16:50

16:51
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運行時刻表

左沢行き

西エリア発

フ:00

9:00

11:00

左沢発

14:00

西エリア行き

中エリア発

10:00

12:00

フ:00

※各便とも、運行2時間前まで予約がなけれぱ運行しない。

※7:00発の便は前日 1 9時まで予約とする。

15:00

9:00

11:00

17:00

14:00

指定目的地

■官公庁

役場、中央公民館、ふれあい会館

中エリア行き

東エリア発

] 0:00

亜駅

左沢駅

12:00

フ:00

15:00

9:00

1 1:00

17:00

■商店街等

中央通り商店街第1駐車場、まちなか交流館

] 4:00

■病院等

あかざクリニック、白田医院、五十嵐歯科医院、公平歯科医院、太田歯科医院

東エリア行き

10:00

■金融関係等

山形銀行左沢支店、きらやか銀行左沢支店、山形中央信用組合左沢支店

dAさがえ西村山大江基幹支所・本郷支所、左沢郵便局

12:00

15:00

17:00

園その他

テルメ柏陵健康温泉館、柏陵荘、道の駅おおえ



表5 地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

市区町村名

人口集中地区以外

大江町

交通不便地域等

交通不便地域等の内訳

人口

人口

(単位:人)

8,472

工也璃公夬父週云↑圓、地以公弐父超不!」使工冒煙天力也云T幽、地以嫌各埋這サーに人継樮矢力也云T圓Uノ束疋

年月日及び

8,472

サ去病

8,472

ム

対象地区

山形県地域公共交通計画

大江町全域

計画名

(1)記載要領

1.人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の3月末現在の住民基本台帳を基に
記載すること。

2.「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

3,「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(以
下、「交付要綱」という。)の別表7(ハ②(1))に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表7(ハ②(2)(実施要領の2、(1)⑪))に基づき地方運輸局長等が指定する交通
不便地域の人口及び交付要綱別表フリに基づき地方運輸局長等が認める地域の合計
(重複する場合を除く)を記載すること。

4,「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表7(ハ②(1))に掲げる法律
(根拠法)に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名
等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する場
合には、該当する区域名を記載すること。

5,「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運
輸局長等が認めた場合は、「局長指定(乗用)」と記載すること。

6.「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、利便増進特例又は運送継続特例を適用する場合に
記載すること。

過疎法第2条第1項

根拠法

策定年月日

令和3年3月

特例適用開始年度

(2)添付書類
1.「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。

けこだし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可)


